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中国合弁相手企業との和解合意に関するお知らせ 
 

当社は、中国における合弁企業である「蘇州創新中電科技有限公司」（以下「合弁会社」といいます）

の清算等に関し、合弁相手方である中国電子器件工業有限公司※（以下「合弁相手方」といいます）か

ら、2,148 万人民元（約 3 億円）の損害賠償金を求める仲裁申立てを提起されておりましたが（平成

17 年 11 月 9 日開示の「中国合弁相手企業からの仲裁申立て提起に関するお知らせ」）、このほど、合

弁会社に係る紛争に関し合弁相手方との間で和解合意に至り、中国の合弁会社に関する紛争が終結い

たしましたので、お知らせいたします。 
 

記 

 
1. 相手方 

（1） 商号： 中国電子器件工業有限公司 

（2） 所在地： 中華人民共和国 

 
2. 内容 

合弁会社に関する一切の紛争が解決したものとし、合弁相手方は自己の費用と責任において、

合弁会社の清算を遂行する。また、双方は清算を経て合弁会社の純資産はゼロとなることを確認

する。以上のことから、合弁会社に係る紛争に関し、当社と合弁相手方との間で和解合意いたし

ました。 

 
3. 業績に与える影響について 

上記和解に伴い、当社は整理損失引当金戻入益 60 百万円を特別利益に計上することになります。 
なお、業績修正につきましては、現在中間決算の集計中であること及び合併に向けての損失も見

込まれるため、業績修正が必要と見込まれる時点で開示する予定であります。 

 

以 上 

 
※平成 17 年 11 月 9 日開示時の商号は、中国電子器件工業総公司です。 


